
   習 志 野 市 保 育 士 宿 舎 借 り 上 げ 支 援 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 保 育 所 等 の 運 営 事 業 者 に 対 し 、 保 育 士 の 宿 舎 を 借 り 上 げ る  

費 用 の 一 部 を 支 援 す る こ と に よ っ て 、 保 育 士 の 雇 用 確 保 、 就 業 継 続 及 び 離 職 防  

止 を 図 り 、 保 育 士 が 働 き や す い 環 境 を 整 備 す る こ と を 目 的 と す る 。  

２  習 志 野 市 保 育 士 宿 舎 借 り 上 げ 支 援 事 業 費 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ）  

の 交 付 に つ い て は 、 習 志 野 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 ２ ０ 年 規 則 第 １ ２ 号 。 以  

下 「 交 付 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す  

る 。  

 

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 「 保 育 所 等 」 と は 、 本 市 内 に 所 在 す る 国 及 び 地 方 公  

共 団 体 以 外 の 者 が 運 営 す る 次 に 掲 げ る 施 設 を い う 。  

 (１ ) 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 ３ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 保  

育 所  

 (２ ) 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法  

律 （ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 認 定 こ ど も 園  

 (３ ) 児 童 福 祉 法 第 ６ 条 の ３ 第 １ ０ 項 に 規 定 す る 小 規 模 保 育 事 業 の う ち 、 家 庭  

的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 ２ ６ 年 厚 生 労 働 省 令 第 ６  

１ 号 ） 第 ２ ７ 条 に 規 定 す る 小 規 模 保 育 事 業 A 型 及 び 小 規 模 保 育 事 業 B 型 、  

児 童 福 祉 法 第 ６ 条 の ３ 第 １ ２ 項 に 規 定 す る 事 業 所 内 保 育 事 業  

 

（ 補 助 金 交 付 対 象 者 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 保 育 所 等 の 運 営 事 業 者 は 、 本 市 内 で  

保 育 所 等 を 運 営 し 、 次 条 に 規 定 す る 補 助 対 象 保 育 士 を 雇 用 す る と と も に 、 第 ５  

条 に 規 定 す る 補 助 対 象 施 設 を 借 り 上 げ 、 こ れ に 当 該 保 育 士 を 居 住 さ せ て い る 事  

業 者 （ 以 下 「 補 助 事 業 者 」 と い う 。 ） と す る 。  

 

 （ 補 助 対 象 保 育 士 の 要 件 ）  



第 ４ 条  補 助 対 象 保 育 士 は 、 補 助 事 業 者 の 運 営 す る 保 育 所 等 に 勤 務 し 、 か つ 第 ５  

条 に 規 定 す る 補 助 対 象 施 設 に 入 居 し て い る 保 育 士 で あ っ て 、 次 の 各 号 の い ず れ  

に も 該 当 す る も の と す る 。  

 (１ ) 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 雇 用 さ れ た 常 勤 保 育 士 （ １ 日 ６ 時 間 以 上 か つ  

月 ２ ０ 日 以 上 常 態 的 に 勤 務 す る 者 を い う ） で あ る こ と 。 た だ し 、 祝 日 の 関  

係 で 勤 務 日 数 が ２ ０ 日 に 満 た な い 月 は 補 助 事 業 者 の 就 労 規 則 で 定 め ら れ た  

日 数 に よ る こ と と す る ）  

 (２ ) 雇 用 を 開 始 し た 日 が 属 す る 会 計 年 度 か ら 起 算 し て 、 ６ 年 目 の 会 計 年 度 末

ま で の 者 で あ る こ と 。 た だ し 、 次 に 該 当 す る 場 合 は 、 保 育 所 等 に 採 用 さ れ

た 日 か ら 起 算 し て ５ 年 以 内 の 者 と す る 。  

前 年 度 及 び 前 々 年 度 １ 月 に お け る 職 業 安 定 業 務 統 計 （ 厚 生 労 働 省 ） に よ

る 保 育 士 の 有 効 求 人 倍 率 が ２ 未 満 と な る 職 業 安 定 所 の 管 轄 す る 区 域 に 所 在

す る 場 合 。 （ た だ し 、 令 和 ６ 年 度 に 限 り 、 令 和 ４ 年 度 及 び 令 和 ５ 年 度 の ４

月 1 日 時 点 に お け る 待 機 児 童 数 が ５ ０ 人 以 上 で あ る 場 合 は 除 く 。 ）  

 (３ ) 本 人 及 び 同 居 者 が 住 宅 手 当 そ の 他 こ れ に 類 す る 手 当 を 受 け て い な い こ と 。 

 (４ ) 平 成 ２ ４ 年 度 以 前 に 補 助 事 業 者 が 借 り 上 げ る 宿 舎 に 入 居 し て い な い こ と 。 

 

 （ 補 助 対 象 施 設 の 要 件 ）  

第 ５ 条  補 助 対 象 施 設 は 、 補 助 事 業 者 が 補 助 対 象 保 育 士 の 宿 舎 と し て 借 り 上 げ 、

補 助 対 象 保 育 士 が 現 に 居 住 し て い る 所 在 す る 宿 舎 と す る 。 た だ し 、 補 助 事 業 者

又 は 補 助 事 業 者 の 利 害 関 係 者 が 所 有 す る 宿 舎 は 除 く 。  

 

 （ 補 助 対 象 経 費 ）  

第 ６ 条  補 助 対 象 施 設 に 係 る 当 該 年 度 に お け る 費 用 で 、 賃 借 料 （ 補 助 対 象 保 育 士  

が 居 住 し て い る 期 間 に 係 る も の に 限 る 。 ） 、 共 益 費 又 は 管 理 費 、 礼 金 及 び 更 新  

料 （ 以 下 「 賃 借 料 等 」 と い う 。 ） 。  

２  そ の 他 市 長 が 補 助 対 象 施 設 の 借 り 上 げ の た め に 必 要 と 認 め る 経 費  

 

 （ 補 助 金 の 交 付 額 ）  

第 ７ 条  補 助 金 の 交 付 額 は 、 別 表 １ に 定 め る 基 準 額 と 第 ６ 条 に 定 め る 対 象 経 費 の  



実 支 出 額 を 比 較 し て 少 な い 方 の 額 と 、 総 事 業 費 か ら 寄 付 金 そ の 他 の 収 入 額 を 控  

除 し た 額 と を 比 較 し て 少 な い 方 の 額 を 選 定 す る 。  

２  前 項 に よ り 、 選 定 さ れ た 額 に 別 表 １ に 定 め る 補 助 率 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額  

を 交 付 額 と す る 。  

３  前 項 の 交 付 額 に 、 １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は こ れ を 切 り 捨 て る 。  

４  補 助 事 業 者 が 補 助 対 象 保 育 士 か ら 賃 借 料 等 の 一 部 を 徴 収 し て い る と き は 、 当  

該 徴 収 額 を 補 助 対 象 経 費 か ら 控 除 す る も の と す る 。  

５  補 助 対 象 経 費 の う ち 補 助 対 象 保 育 士 が 居 住 し て い る 日 数 が １ 月 に 満 た な い と  

き は 、 日 割 り 計 算 す る も の と し 、 日 割 り 計 算 し た 額 （ 小 数 点 以 下 切 り 捨 て ） と  

補 助 事 業 者 が 支 払 っ た 賃 借 料 等 の う ち 低 い 額 を 補 助 対 象 経 費 と す る 。  

６  賃 貸 借 契 約 時 に 支 払 っ た 礼 金 及 び 更 新 料 に つ い て は 、 契 約 期 間 の 月 数 で 除 し  

て 得 た 額 を 、 各 月 の 補 助 対 象 経 費 に 計 上 す る こ と が で き る も の と す る 。  

７  補 助 金 の 交 付 額 の 総 額 は 、 予 算 の 定 め る 額 を 限 度 額 と す る 。  

 

 （ 交 付 の 申 請 ）  

第 ８ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う ） は 、 当 該 年

度 の ３ 月 末 日 ま で に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 提 出 す る こ と 。  

 (１ ) 習 志 野 市 保 育 士 宿 舎 借 り 上 げ 支 援 事 業 費 補 助 金 交 付 申 請 書 (別 記 第 １  

号 様 式 ) 

 (２ ) 習 志 野 市 保 育 士 宿 舎 借 り 上 げ 支 援 事 業 内 訳 書 (別 記 第 ２ 号 様 式 ) 

 (３ ) 不 動 産 賃 貸 借 契 約 書 の 写 し  

 (４ ) 入 居 契 約 書 の 写 し （ 補 助 事 業 者 と 補 助 対 象 保 育 士 の 間 に お け る も の ）  

(５ ) 補 助 対 象 保 育 士 に 係 る 雇 用 証 明 書 (雇 用 開 始 日 及 び 就 業 場 所 が 記 載 さ れ  

て い る も の ) 

 (６ ) 補 助 対 象 保 育 士 に 係 る 保 育 士 証 の 写 し  

 (７ ) 補 助 対 象 保 育 士 の 住 民 票 の 写 し の 写 し  

 (８ ) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  補 助 対 象 保 育 士 が 、 年 度 の 途 中 か ら 補 助 対 象 施 設 に 入 居 す る と き は 、 入 居 し  

た 日 の 翌 月 の 月 末 ま で に 申 請 す る も の と し 、 提 出 期 限 以 降 に 申 請 し た と き は 、

申 請 し た 日 が 属 す る 月 か ら 補 助 対 象 と す る 。  



３  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、第 １ 項 第 ６ 号 又 は 第 ８ 号 に 掲 げ る 書 類 に つ い て 、

入 居 し た 日 の 月 末 ま で に 発 行 が さ れ な い 場 合 そ の 他 の や む を 得 な い 理 由 に よ り 、

提 出 期 限 ま で に 申 請 が で き な い も の と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 書 類 の 提 出 が 可

能 と な っ た 日 の 属 す る 月 の 末 日 （ 当 該 年 度 の 末 日 ま で に 限 る 。 ） ま で に 申 請 す

る も の と し 、 入 居 し た 日 が 属 す る 月 か ら 補 助 対 象 と す る 。  

 

 （ 交 付 の 決 定 及 び 通 知 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 前 条 に 掲 げ る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と  

認 め ら れ る 場 合 に 、 交 付 規 則 第 ６ 条 に 基 づ き 決 定 を 行 い 、 同 規 則 第 ８ 条 第 １ 項  

に 基 づ き 、 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 条 に 掲 げ る 書 類 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め ら れ な い と き は 、 交 付 規 則  

第 ８ 条 第 ２ 項 に 基 づ き 、 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 

 （ 変 更 申 請 ）  

第 10 条  前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 申 請 者 は 、第 ８ 条  

に 係 る 交 付 申 請 の 内 容 を 変 更 す る と き は 、 習 志 野 市 保 育 士 宿 舎 借 り 上 げ 支 援 事  

業 費 補 助 金 変 更 交 付 申 請 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） に 、 必 要 な 書 類 を 添 え て 、 速 や  

か に 変 更 申 請 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

 （ 変 更 決 定 及 び 通 知 ）  

第 11 条  第 ９ 条 の 規 定 は 、 前 条 に 規 定 す る 変 更 申 請 に つ い て 準 用 す る 。  

 

 （ 事 業 の 廃 止 又 は 中 止 ）  

第 12 条  事 業 の 完 了 前 に 当 該 事 業 を 中 止 又 は 廃 止 し よ う と す る と き は 、 事 前 に

市 長 と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 協 議 が 整 っ た と き は 、交 付 規 則 第 10 条 に 基 づ き 、補 助 事 業  

等 変 更・中 止・廃 止 申 請 書 を 市 長 に 提 出 し 、そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 実 績 報 告 ）  

第 13 条  補 助 事 業 者 は 、補 助 事 業 が 完 了 、廃 止 又 は 補 助 金 の 交 付 の 決 定 に 係 る 会  



計 年 度 が 終 了 し た と き は 、 習 志 野 市 保 育 士 宿 舎 借 り 上 げ 支 援 事 業 費 補 助 金 実 績  

報 告 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 提 出 す る こ と 。  

 (１ ) 習 志 野 市 保 育 士 宿 舎 借 り 上 げ 支 援 事 業 内 訳 書  

 (２ ) 住 民 票 の 写 し の 写 し  

 (３ ) 給 与 明 細 書 の 写 し  

 (４ ) 補 助 対 象 経 費 を 支 払 っ た こ と を 証 す る 書 類 の 写 し  

 (５ ) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 

 （ 額 の 確 定 ）  

第 14 条  市 長 は、前 条 の 規 定 に よ る 実 績 報 告 を 受 け た 場 合 で 、当 該 実 績 報 告 に 係  

る 書 類 の 内 容 を 審 査 し 、 補 助 金 を 交 付 す べ き と 認 め た と き は 、 交 付 規 則 第 17 

条 に 基 づ き 、 補 助 金 等 確 定 通 知 書 に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

 

（ 交 付 の 請 求 ）  

第 15 条  前 条 の 規 定 に よ る 確 定 通 知 を 受 け た 補 助 事 業 者 は 、 速 や か に 交 付 規 則

第 19 条 に 基 づ き 、 補 助 金 等 交 付 請 求 書 を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

 

 （ 交 付 の 特 例 ）  

第 16 条  市 長 は、特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、概 算 払 に よ り 補 助 金 を 交 付 す  

る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 概 算 払 を 受 け よ う と す る 者 は 、 交 付 規 則 第 20 条

に 基 づ く 補 助 金 等 概 算 払 ・ 前 金 払 請 求 書 を 、 市 長 が 別 に 定 め る 日 ま で に 市 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 （ 決 定 の 取 消 し ）  

第 17 条  市 長 は 、 交 付 規 則 第 21 条 の 規 定 に 基 づ き 、 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 全 部  

又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

 

 （ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 18 条  市 長 は 、 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 し た 場 合 に お い て 、 交 付 規 則 第  



22 条 の 規 定 に 基 づ き 、 そ の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

 

 （ 関 係 書 類 の 保 存 ）  

第 19 条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 に 係 る 収 支 を 明 ら か に し た 帳 簿 及 び 証 拠 書 類

を 整 備 し 、 補 助 事 業 の 完 了 の 日 の 属 す る 市 の 会 計 年 度 終 了 後 、 ５ 年 間 保 管 し て

お か な け れ ば な ら な い 。  

 

 （ 予 算 措 置 ）  

第 20 条  本 事 業 は 、国 の 補 助 事 業 を 活 用 し 実 施 し て い る た め 、国 の 補 助 事 業 が 縮  

小 、 中 止 又 は 廃 止 に な っ た 場 合 は 、 本 事 業 も 縮 小 、 中 止 又 は 廃 止 と な る 場 合 が  

あ る 。  

 

 （ 補 則 ）  

第 21 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  令 和 ２ 年 度 の 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 改 正 後 の 第 ８ 条 第 １ 項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 令 和 ２ 年 ７ 月 末 日 ま で に 同 項 各 号 に 規 定 す る 書 類 を 提 出 す

る も の と す る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 に 当 た っ て は 、 こ の 要 綱 の 施 行 の 日 前 に 、 こ の

要 綱 に よ る 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 要 綱 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ た 用 紙 に つ い て は 、

こ の 要 綱 の 施 行 の 日 以 後 に お い て も 使 用 し 、 又 は 所 要 の 修 正 を し て 使 用 す る こ

と が で き る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 か ら 施 行 す る 。  



（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 日 前 に 改 正 前 の 習 志 野 市 保 育 士 宿 舎 借 り 上 げ 支 援 事 業 費 補

助 金 交 付 要 綱 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ た 様 式 に つ い て は 、 こ の 要 綱 の 施 行 の 日 以

後 に お い て も 当 分 の 間 、使 用 し、又 は 所 要 の 修 正 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は 、令 和 ４ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 よ り 適 用 す る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は 、令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 し 、令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 よ り 適 用 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、令 和 ６ 年 ６ 月 １ ７ 日 か ら 施 行 し 、令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 よ り 適 用 す る 。  

 

 

 

  



別 表 １ （ 第 ７ 条 ）  

基 準 額  補 助 率  補助事業者負担割合 

１ 人 あ た り 月 額 ６ ７ ， ０ ０ ０ 円  

た だ し 、 令 和 元 年 度 に お い て

本 事 業 の 対 象 者 で あ っ て 、 令 和

２ 年 度 も 引 き 続 き 本 事 業 の 対 象

と な っ た 者 が 、 引 き 続 き 同 一 の

宿 舎 に 入 居 し て い る 場 合 は 、 月

額 ８ ２ ， ０ ０ ０ 円  

４ 分 の ３  

（ 上 限 ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 。

た だ し 、基 準 額 の 欄 た だ

し 書 を 適 用 す る 場 合 は 、

６ １ ， ０ ０ ０ 円 ）  

基 準 額 の ４ 分 の １  

 

 

 

 

 


